
様式第１号（第５条関係） 
（表） 

 
                                       年   月   日 

 
 高知市長       様 

 
申請者 住  所 〒 
 
                             

                       （フリガナ） 

                       氏  名                      
                       電  話     （    ） 
 

高知市犬及び猫の譲渡推進助成金交付申請兼請求書 

 
 高知市犬及び猫の譲渡推進助成金の交付を受けたいので，高知市犬及び猫の譲渡推進助成金交付要綱第５

条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。また，助成金の交付決定を受けた場合

は，交付決定を受けた当該助成金について請求します。なお，高知市事業等からの暴力団の排除に関する規

則第４条各号に掲げる者に該当しないことを誓約します。 
  

記 

 

１ 助成金交付対象動物 

犬猫の別 性別 毛色 体格 引渡し日 

犬／猫 雄／雌  大／中／小 年 月 日 

 

２ 助成金交付申請額 

 項   目 
助成限度額

（Ａ） 

支払額 

（Ｂ） 

交付申請額 

（Ａ又はＢの

低い方の額） 

１ 犬の不妊手術（子宮及び卵巣の摘出） 25,000円 円 円 

２ 犬の去勢手術  13,000円 円 円 

３ 猫の不妊手術（子宮及び卵巣の摘出） 16,000円 円 円 

４ 猫の去勢手術 8,000円 円 円 

５ 犬又は猫へのマイクロチップの埋込み施術  3,000円 円 円 

交付申請額合計 円 

注 不妊手術又は去勢手術及びマイクロチップの埋込み施術を同時に行った場合のみ助成対象となります。
どちらか一方のみの場合は，両方とも助成できません。ただし，どちらかを施術済の動物の譲渡を受けた
場合，高齢や疾病等の理由で獣医師が手術又は施術のいずれかを実施すべきでないと診断した場合は，こ
の限りではありません。 

 

【記入時の注意事項】                          
 ※ 裏面にも記入してください。 
※ 記入は通常のボールペンを使用してください。鉛筆又は消せるボールペンを使用したものは無効とな
ります。         

※ 字句の訂正は原則としてできません。書き直してください。 
※ やむを得ず訂正する場合は，訂正箇所を二重線で消した上に正しい文言を記載し，その横にフルネー
ムで小さく署名してください。（訂正印は不要です）修正液等を使用したものは無効となります。 



 

３ 添付書類 

 ⑴ 領収書（原本）及び内訳書又は明細書（動物病院発行のもの） 

 ⑵ 譲渡動物が犬の場合は，市町村の交付する飼犬登録鑑札の写し（動物の愛護及び管理に関する法律

（昭和48年法律第105号）第39条の７第２項の規定が適応される場合を除く） 

 ⑶ マイクロチップ登録証明書等装着したマイクロチップ番号がわかるもの 

 

４ 助成金の振込先 

振込先金融機関 

銀行 信金  

農協 信組 

       労金 

本支店 

          出張所 

支 所 

預金 

種別 
普通 当座 

口座番号        ※ 右詰めで記入してください。 

フ リ ガ ナ  

氏  名  

口座名義人住所  

※ 申請及び請求者と口座名義人が異なる場合は，必ず表面の申請者氏名の横に押印し下記の委任状にも記入・
押印してください。 

  
委 任 状 

 
  私（申請及び請求者）は，上記口座名義人を代理人と定め，表記助成金の受領に関する権限を委任し 
 ます。 

 
申請及び請求者  住所  

 
             氏名                      印（表面と同一のもの） 

注意事項 

 １ 振込は，助成金の交付の決定があった日から１か月程度かかります。 

 ２ ゆうちょ銀行の場合は，振込用の支店名（漢数字３桁）及び７桁の口座番号が必要です。記号・番号

では，振込ができません。 

 

（参考） 

◇高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則◇【抜粋】 

 （市の事業等からの暴力団の排除） 

第４条 市長は，市の事業等の契約等の相手方又はその役員等について警察等関係機関が次の各号のいずれかに該当する者とし

て確認したときは，次条から第10条までに定めるところにより，市の事業等から排除するための措置を講ずるものとする。  

 ⑴ 暴力団又は暴力団員等  

 ⑵ その契約に係る業務，補助金に係る事業又は公の施設の管理に係る業務（以下「業務等」という。）に関し，暴力団員等

を使用したと認められる者  

 ⑶ 暴力団員等を雇用している者  

 ⑷ いかなる名義をもってするかを問わず，暴力団に対して，金銭，物品その他財産上の利益を与えたと認められる者  

 ⑸ 暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員である者  

 ⑹ その業務等に関し，暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると

認められる者  

 ⑺ 市の事業等に関し，暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると

認められる者  

 ⑻ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると市長が認める者 

（裏） 


